
電子証明書の発行申請等の受付に関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関す

る法律施行令（平成１５年政令第４０８号。以下「政令」という。）及び電子署名等に係

る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則（平成１５年総務省

令第１２０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、電子署名等に係る地方公共

団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号。以下「法」

という。）に基づく電子証明書の発行の申請、電子証明書の失効を求める旨の申請及び利

用者署名符号の漏えい等があった旨の届出の受付並びに自己の認証業務情報の開示請求

及び訂正等の請求の受付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（電子証明書の発行） 

第２条 住民基本台帳に記録されている者が、法第３条第２項及び第２２条第２項の規定

により、自己の電子証明書の発行を申請する場合は、個人番号カードを添えて「署名用電

子証明書／利用者証明用電子証明書 新規発行／更新申請書」（様式第１号）を市民課、

庄内出張所又は新千里出張所の窓口に提出するものとする。 

２ 前項に規定する申請書を提出する者が、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合、住

所地以外の市区町村（以下「経由地市区町村」という。）を経由して提出することができ

る。このとき、経由地市区町村で提出された申請書をもとに「署名用電子証明書／利用者

証明用電子証明書 新規発行／更新申請書」（様式第１号）を職員が記載することとする。 

（１）法人が、当該事務所、事業所その他これに準ずるものにおいて、２以上の交付申請

書をとりまとめたとき。 

（２）申請者／利用者がＤＶ、ストーカー行為等、児童虐待その他これに準ずる行為の被

害者で、その生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、市外に居住しているとき。 

（３）申請者／利用者が発行の申請の日において１歳未満の者（以下「特定年齢未満申請

者」という。）であること。ただし、利用者証明用電子証明書の発行の申請に限る。 

３ １５歳未満の者又は成年被後見人、被保佐人、被補助人若しくは任意被後見人が、第１

項に規定する利用者証明用電子証明書の発行を申請する場合は、その法定代理人が申請

しなければならない。なお、１５歳未満の者又は成年被後見人については、電子署名及び

認証業務に関する法律第３条に規定する効果を鑑み、原則署名用電子証明書は発行しな

い。ただし、法定代理人が同行し、本人及び法定代理人両者の申請の意思が確認できた場

合は、この限りではない。 

４ 市長は、第１項の届出を本人が行うときは、次の各号に掲げるいずれかの書類の提示に

より、当該申請者／利用者の本人性を確認する。 

（１）次項第１号から第２８号に掲げる書類のうち１点 



（２）第６項第１号から第２０号に掲げる書類のうち２点及び規則第５条第１項第２号、同

条第２項第２号、第４１条第１項第２号、同条第２項第２号に規定する回答書（以下「照

会回答書」という。） 

５ 規則第５条第１項第１号、同条第２項第１号、第４１条第１項第１号、同条第２項第

１号に規定する書類及び市長が適当と認めるものは、次の各号に掲げるいずれかの書類

とする。なお、顔写真有の書類にあっては、当該写真が当該書類を持参した者の顔と一

致することを検証する。また、有効期間の定めがあるものは、有効期間内のものに限

る。ただし、第１１号に掲げる書類は、交付申請者と第１１号に掲げる書類の顔写真の

同一性が確認できれば、有効期間満了の日から６月を経過する日までは有効とみなす。

くわえて、法定代理人又は任意代理人が第１０項、第１２項第１号、第３条第５項、同

条第６項、第４条第６項、同条第７項、第４条の３第５項、同条第６項第１号又は第６

条第３項、同条第４項の規定により第１１号の書類を提示する場合は、法第２条第８項

に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち、氏名、住所又は生年月

日及び本人の写真に関する電磁的記録を送信する措置により代替することを認める。 

（１）運転免許証 

 （２）運転経歴証明書（交付年月日が平成２４年４月１日以降のものに限る。） 

 （３）旅券 

 （４）身体障害者手帳 

 （５）精神障害者保健福祉手帳（顔写真有のものに限る。） 

 （６）療育手帳 

 （７）在留カード（顔写真有のものに限る。） 

 （８）特別永住者証明書（顔写真有のものに限る。） 

 （９）一時庇護許可書 

 （10）仮滞在許可書 

 （11）個人番号カード（顔写真有のものに限る。） 

 （12）電気工事士免状 

 （13）無線従事者免許証 

 （14）動力車操縦者運転免許証 

 （15）運航管理者技能検定合格証明書 

 （16）宅地建物取引士証 

 （17）船員手帳 

 （18）戦傷病者手帳 

 （19）海技免状 

 （20）教習資格認定証 

 （21）検定合格証（顔写真有のものに限る。） 

 （22）官公署がその職員に対して発行した身分証明書（顔写真有のものに限る。） 



 （23）猟銃・空気銃所持許可証 

 （24）特種電気工事資格者認定証 

 （25）認定電気工事従事者認定証 

 （26）耐空検査員の証 

 （27）航空従事者技能証明書 

 （28）小型船舶操縦免許証 

６ 規則第５条第１項第２号、同条第２項第２号、第４１条第１項第２号及び同条第２項

第２号の規定により市長が適当と認めるものは、次の各号に掲げるいずれかの書類とす

る。なお、有効期間の定めがあるものは、有効期間内のものに限る。また、第８号、第９

号又は第２０号に掲げる住民名義の預金通帳については、書類の提示を受けることが困難

であると認められる場合に限り、書類の提示に代えて当該書類に相当するアプリケーショ

ンに係る映像面の提示及び映像面の操作を求める措置をとることを認める。 

（１）前項に規定する書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類 

（２）個人番号カード（顔写真無のもの。） 

（３）資格確認書 

 （４）介護保険被保険者証 

 （５）年金手帳 

 （６）各種年金証書 

 （７）恩給証書 

 （８）学生証 

 （９）法人が発行した身分証明書 

（10）生活保護受給に係る証明書 

 （11）基礎年金番号通知書 

 （12）精神障害者保健福祉手帳（顔写真無のもの。） 

 （13）在留カード（顔写真無のもの。） 

 （14）特別永住者証明書（顔写真無のもの。） 

 （15）警備業法第２３条第４項に規定する合格証明書 

 （16）一部負担金相当額等一部助成医療証等官公署が発行した医療費助成又は手当等に

係る受給者証 

 （17）母子健康手帳 

 （18）出生証明書 

 （19）出生届出済証明書 

（20）住民名義の預金通帳、豊中市立図書館の利用者カード、住民票コード通知票、医

療機関の診察券、キャッシュカード、クレジットカード、交通機関の定期券、成人識

別ＩＣカードｔａｓｐｏ、運転経歴証明書（平成２４年３月３１日までに交付された

もの。）のうち１点 



７ 前２項に掲げる書類の提示を受けたときは、第１項の申請書に当該書類の種類を記録

する。 

８ 第５項第１１号の書類の提示を受けたときは、暗証番号の照合をし（顔認証カード

（電子利用者証明を利用者本人が行ったことの確認方法を目視による顔認証又は機器に

よる顔認証に限定した個人番号カードをいう。以下同じ。）を除く）、当該申請書に記載

された基本４情報（旧氏が住民票に記載されている場合は基本４情報及び旧氏、通称が

住民票に記載されている外国人住民である場合は基本４情報及び通称）により申請者が

住民基本台帳に記録されているか否か及びカードの運用状況を確認する。顔認証カード

の提示を受けた場合又は暗証番号の照合に失敗した場合は、半導体集積回路に記録され

た券面事項確認情報と券面記載事項が一致することを確認する。 

９ 第４項第２号に規定する照会回答書は、「署名用電子証明書／利用者証明用電子証明書 

新規発行／更新照会書兼回答書」（様式第２号）とし、住民票の住所地へ転送不要郵便

により郵送又は市職員により送達するものとする。ただし、個人番号カードの交付等に

関する要綱（以下「個人番号カード要綱」という。）第１０条の２第１項の届出を行う

場合においては、「【国外転出者用】個人番号カード国外継続利用申請及び電子証明書新

規発行／失効申請照会書兼回答書」（個人番号カード要綱様式第２３号）とする。 

10  市長は、第３項の規定により、法定代理人（１５歳未満の者並びに成年被後見人の法定

代理人及び登記事項証明書の代理行為目録その他資格を証明する書類により代理権を有

していると認められる保佐人、補助人並びに任意後見人を含む。以下同じ。）が第１項の

申請を行うときは、第４項に掲げる方法により、本人並びに法定代理人の本人性及び１５

歳未満の者の法定代理人にあっては、市の公簿により確認できる場合を除き、戸籍謄本の

提示を受けることにより親権者であることを確認し、成年後見人、保佐人、補助人及び任

意後見人にあっては、登記事項証明書の代理行為目録その他代理権を証明する書類の提

示により代理権を確認する。なお、本籍地が管内であり、市で法定代理人であることの確

認ができる場合は、戸籍謄本等の提示を省略することができる。 

11 第４項又は第１０項に掲げる書類の提出により、第１項の申請を受付したときは、自

ら暗証番号を設定し、電子証明書を発行する。 

12 市長は、任意代理人が第１項の申請を行うときは、次の各号に掲げる書類を提出するこ

とにより、任意代理人の本人性及び代理権を確認する。 

（１）任意代理人の第５項の各号に掲げる書類のうち１点 

 （２）申請者／利用者本人の署名又は記名押印がある委任状（次号の文書と書式を統合で 

   きる。） 

 （３）市又は地方公共団体情報システム機構より送付された照会回答書 

 （４）暗証番号設定依頼書（封入・封緘又は隠ぺいシールを貼付したもの（顔認証カー

ドを希望する場合を除く）） 

13 前項の規定において、転入届又は転居届等と併せて発行又は更新の申請を１か月以内



に行う場合であって、当該代理人が申請者／利用者と同一世帯人であるときは、同項第３

号に掲げる書類の提出は不要とする。  

14 前項に掲げる書類の提出により、第１項の申請を受付したとき又は第２項の規定によ

る申請があったときは、市職員が暗証番号設定依頼書に記載の暗証番号を設定し、電子

証明書を発行する。 

15 第１項の申請書又は第１２項第３号に規定する照会回答書の顔認証カード希望欄にチ

ェックがある場合、署名用電子証明書は発行しない。この場合において、市職員が無作

為の暗証番号を設定し、利用者証明用電子証明書を発行又は更新後、第４条の３第７項

に規定する方法により、顔認証カードへ切替する。 

16 第１項に規定する申請書を提出し、電子証明書を更新する場合は、第３条第１項に規定

する申請書の提出は不要とする。また、第１１項及び第１４項の暗証番号の設定について

は、従来の暗証番号を用いるものとする。 

17 個人番号カード要綱第１０条第１項の届出に伴い、第１項の申請をする場合は、同項の

申請書に代えて「個人番号カード券面記載事項変更届 電子証明書新規発行／失効／更新

申請書」（個人番号カード要綱様式第８号）により、電子証明書を発行する。この場合に

おいて、任意代理人が申請するときは、第１２項第３号及び第４号に掲げる書類に代えて、

個人番号カード要綱第１０条第５項第４号に掲げる書類を提出するものとする。 

18 個人番号カード要綱第１０条の２第１項の届出に伴い、第１項の申請をする場合は、同

項の申請書に代えて「【国外転出者用】個人番号カード国外継続利用申請書兼電子証明書

新規発行／失効申請書」（個人番号カード要綱様式第１７号）により、電子証明書を発行

する。この場合において、任意代理人が申請するときは、第１２項第３号及び第４号に掲

げる書類に代えて、「【国外転出者用】個人番号カード国外継続利用申請及び電子証明書新

規発行／失効申請照会書兼回答書」（個人番号カード要綱様式第２３号）を提出するもの

とする。 

19 個人番号カード要綱第１１条第１項の届出に伴い、第１項の申請をする場合は、同項の

申請書に代えて「個人番号カード在留期間更新に伴う有効期間変更申請書 電子証明書新

規発行／更新申請書」（個人番号カード要綱様式第３号）により、電子証明書を発行する。

この場合において、任意代理人が申請するときは、第１２項第３号及び第４号に掲げる書

類に代えて、個人番号カード要綱第１１条第３項に掲げる書類を提出するものとする。 

20 個人番号カード要綱第１４条第１項の届出に伴い、第１項の申請をする場合は、同項の

申請書に代えて「個人番号カード一時停止解除届 電子証明書新規発行／失効／更新申請

書」（個人番号カード要綱様式第５号）により、電子証明書を発行する。この場合におい

て、任意代理人が申請するときは、第１２項第３号及び第４号に掲げる書類に代えて、個

人番号カード要綱第１４条第５項に掲げる書類を提出するものとする。 

 

（国外転出者に係る電子証明書の発行） 



第２条の２ 戸籍の附票に記録されている者（国外転出者に限る。以下同じ。）が、法第３

条の２第２項において準用する第３条第２項の規定及び法第２２条の２第２項において

準用する第２２条第２項の規定により、自己の電子証明書の発行を申請する場合は、個人

番号カードを添えて「【国外転出者用】署名用電子証明書／利用者証明用電子証明書 新規

発行／更新申請書」（様式第１０号）を市民課、庄内出張所若しくは新千里出張所又は在

外公館の窓口に提出するものとする。 

２ 前条第２項各号に掲げるいずれかに該当する場合、前項に規定する申請書を、戸籍の

附票を備える市区町村（以下、「附票管理市町村」という。）以外の市区町村を経由して

提出することができる。 

３ 第１項に規定する申請書が、在外公館又は附票管理市区町村以外の市区町村を経由し

て提出があったときは、提出された申請書をもとに、「【国外転出者用】署名用電子証明書

／利用者証明用電子証明書 新規発行／更新申請書」（様式第１０号）を市職員が記載する

こととする。 

４ 前条第３項の規定は、第１項の申請について準用する。 

５ 市長は、第１項の申請を本人が行うときは、次の各号に掲げるいずれかの書類の提示

により、当該申請者／利用者の本人性を確認する。なお、顔写真有の書類にあっては、

当該写真が当該書類を持参した者の顔と一致することを検証する。また、有効期間の定

めがあるものは、有効期間内のものに限る。ただし、第１号に掲げる書類は、交付申請

者と第１号に掲げる書類の顔写真の同一性が確認できれば、有効期間満了の日から６月

を経過する日までは有効とみなす。くわえて、法定代理人が第８項、第３条の２第４

項、第４条の２第４項又は第６条の２第４項の規定により第１号の書類を提示する場合

は、法第２条第８項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち、氏

名、住所又は生年月日及び本人の写真に関する電磁的記録を送信する措置により代替す

ることを認める。 

（１）個人番号カード（顔写真有のものに限る。） 

（２）旅券 

（３）第２条第５項各号に掲げる書類のうち１点（第３号、第１１号の書類を除く） 

６ 前項に掲げる書類の提示を受けたときは、第１項の申請書に当該書類の種類を記録す

る。 

７ 第５項の規定により、同項第１号に掲げる書類の提示を受けたときは、暗証番号の照合

をし（顔認証カードを除く）、当該申請書に記載された氏名、国外転出（予定）日、生年

月日、男女の別により申請者／利用者が戸籍の附票に記録されているか否か及びカード

の運用状況を確認する。顔認証カードの提示を受けた場合又は暗証番号の照合に失敗し

た場合は半導体集積回路に記録された券面事項確認情報と券面記載事項が一致すること

を確認する。 

８ 市長は、第４項において準用する前条第３項の規定により、法定代理人が第１項の申請



を行うときは、第５項に掲げる方法により、本人並びに法定代理人の本人性及び１５歳未

満の者の法定代理人にあっては、市の公簿により確認できる場合を除き、戸籍謄本の提示

を受けることにより親権者であることを確認し、成年被後見人、保佐人、補助人及び任意

後見人にあっては、登記事項証明書の代理行為目録その他代理権を証明する書類の提示

により代理権を確認する。なお、本籍地が管内であり、市で法定代理人であることの確認

ができる場合は、戸籍謄本等の提示を省略することができる。 

９ 第５項又は前項に掲げる書類の提出により、第１項の申請を受付したときは、自ら暗証

番号を設定し、電子証明書を発行する。 

10 第１項の申請書において顔認証カード希望欄にチェックが付いている場合、前条第１

５項の規定を準用する。 

11 市長は、第１項に規定する申請書が、在外公館又は附票管理市区町村以外の市区町村を

経由して提出があったときは、市職員が暗証番号設定依頼書に記載の暗証番号を設定し、

電子証明書を発行する。 

12 第３条の２第８項の規定により、一時保留状態の電子証明書を失効したときは、第１項

の申請書に代えて「【国外転出者用】個人番号カード一時停止解除届兼電子証明書新規発

行／失効申請書」（個人番号カード要綱様式第１４号）により、電子証明書を発行する。 

13 個人番号カード要綱第１０条の３に規定する個人番号カードの券面記載事項の変更に

伴い、第１項の申請をするときは、同項の申請書に代えて「【国外転出者用】個人番号カ

ード券面記載事項変更届兼電子証明書新規発行／失効申請書」（個人番号カード要綱様式

第１６号）により、電子証明書を発行する。 

 

（電子証明書の失効） 

第３条 住民基本台帳に記録されている者が、法第９条第２項並びに法第１０条第２項に

おいて準用する法第３条第２項の規定及び法第２８条第２項並びに法第２９条第２項に

おいて準用する法第２２条第２項の規定により、電子証明書の失効又は秘密鍵の漏えい

等があった旨を届け出る場合は、「署名用電子証明書／利用者証明用電子証明書 失効申

請／秘密鍵漏えい等届出書」（様式第３号）を市民課、庄内出張所又は新千里出張所の窓

口に提出するものとする。 

２ 第２条第２項各号に掲げるいずれかに該当する場合、前項に規定する申請書を、経由

地市区町村を経由して提出することができる。このとき、経由地市区町村で提出された

申請書をもとに、「署名用電子証明書／利用者証明用電子証明書 失効申請／秘密鍵漏え

い等届出書」（様式第３号）を市職員が記載することとする。 

３ １５歳未満の者又は成年被後見人、被保佐人、被補助人若しくは任意被後見人が、第

１項に規定する利用者証明用電子証明書の失効を申請する場合は、その法定代理人が届

出なければならない。 

４ 第１項の届出を行うときは、第２条第４項から第８項までの規定を準用する。 



５ 第１項の届出を法定代理人が行うときは、第２条第１０項の規定を準用する。 

６ 第１項の届出を任意代理人が行うときは、第２条第１２項（第４号に規定する書類を

除く）の規定を準用する。 

７ 第４項において準用する第２条第４項に規定する照会回答書は、「署名用電子証明書 

利用者証明用電子証明書 失効申請／秘密鍵漏えい等届出照会書兼回答書」（様式第４

号）とし、住民票の住所地へ転送不要郵送又は市職員により送達する。 

８ 第４項から第６項において準用する第２条第４項から第８項、第１０項及び第１２項

に規定する書類の提出により、第１項の届出を受付したとき又は第２項の規定による届

出があったときは、個人番号カード又はその他電子証明書のシリアル番号を確認できる

資料の提出を求め、失効する電子証明書を特定し、当該電子証明書を失効させる。 

９ 個人番号カードの紛失・廃止に伴い電子証明書の失効を届け出る場合は、前８項の規

定に関わらず、「通知カード個人番号カード紛失・廃止届」（個人番号通知書及び通知カ

ードの手順に関する要綱（以下、「個人番号通知書要綱」という。））（様式第４号）と兼

ねることができる。このとき、当該届出の受理をもって、電子証明書を失効させる。 

10 個人番号カードの返納に伴い電子証明書の失効を届け出る場合は、第１項から第８項

までの規定に関わらず「通知カード個人番号カード返納届」（個人番号通知書要綱様式第

６号）と兼ねることができる。このとき、当該届出の受理をもって、電子証明書を失効

させる。 

11 個人番号カード要綱第１０条の２に規定する個人番号カードの継続利用を行う者が、

第１項の届出をする場合は、同項の申請書に代えて「【国外転出者用】個人番号カード国

外継続利用申請書兼電子証明書新規発行／失効申請書」（個人番号カード要綱様式第１７

号）により、電子証明書を失効させる。 

12 個人番号カード要綱第１１条第１項の届出に伴い、第１項の届出をする場合は、同項

の申請書に代えて「個人番号カード在留期間更新に伴う有効期間変更申請書 電子証明書

新規発行／失効／更新申請書」（個人番号カード要綱様式第３号）により、電子証明書を

失効させる。この場合において、任意代理人が申請するときは、第６項において準用す

る第２条第１２項第３号に掲げる書類に代えて、個人番号カード要綱第１１条第３項に

掲げる書類を提出するものとする。 

13 個人番号カード要綱第１４条第 1項の届出に伴い、第１項の届出をする場合は、同項

の申請書に代えて「個人番号カード一時停止解除届 電子証明書新規発行／失効／更新申

請書」（個人番号カード要綱様式第５号）により、電子証明書を失効させる。この場合に

おいて、任意代理人が申請するときは、第６項において準用する第２条第１２項第３号

に掲げる書類に代えて、個人番号カード要綱第１４条第５項に掲げる書類を提出するも

のとする。 

 

（国外転出者に係る電子証明書の失効） 



第３条の２ 戸籍の附票に記録されている者が、法第９条第３項において準用する法第３

条の２第２項において読み替えて準用する法第３条第２項の規定及び法第２８条第３項

において準用する法第２２条の２第２項において読み替えて準用する法第２２条第２項

の規定により、電子証明書の失効又は秘密鍵の漏えい等があった旨を届け出る場合は、個

人番号カードを添えて「【国外転出者用】署名用電子証明書／利用者証明用電子証明書 失

効申請／秘密鍵漏えい等届出書」（様式第１１号）を市民課、庄内出張所若しくは新千里

出張所又は在外公館の窓口に提出するものとする。 

２ 第２条第２項各号に掲げるいずれかに該当する場合、前項に規定する申請書を、附票

管理市区町村以外の市区町村を経由して提出することができる。 

３ 第１項に規定する申請書が在外公館又は附票管理市区町村以外の市区町村を経由して

提出があったときは、提出された申請書をもとに、「【国外転出者用】署名用電子証明書／

利用者証明用電子証明書 失効申請／秘密鍵漏えい等届出書」（様式第１１号）を市職員が

記載することとする。 

４ 第１項の申請を本人又は法定代理人が行うときは、第２条の２第５項から第８項まで

の規定を準用する。 

５ 前項において準用する第２条の２第５項から第８項までに規定する書類の提出によ

り、第１項の届出を受付したときは、申請者／利用者又は法定代理人に個人番号カード

又はその他電子証明書のシリアル番号を確認できる資料の提出を求め、失効する電子証

明書を特定し、当該電子証明書を失効させる。 

６ 個人番号カードの返納に伴い電子証明書の失効を届け出る場合は、前５項の規定に関

わらず「【国外転出者用】個人番号カード返納届」（個人番号カード要綱様式第１９号）

と兼ねることができる。このとき、当該届出の受理をもって電子証明書を失効させる。 

７ 個人番号カードの紛失・廃止に伴い電子証明書の失効を届け出る場合は、第１項から

第５項までの規定に関わらず「【国外転出者用】個人番号カード紛失・廃止届」（個人番

号カード要綱様式第１８号）と兼ねることができる。このとき、当該届出の受理をもっ

て電子証明書を失効させる。 

８ 個人番号カード要綱第１４条の２に規定する個人番号カードを発見した旨の届出に伴

い、第１項の届出をするときは、同項の申請書に代えて「【国外転出者用】個人番号カー

ド一時停止解除届兼電子証明書新規発行／失効申請書」（個人番号カード要綱様式第１４

号）により、一時保留状態である電子証明書を失効させる。 

 

（電子証明書の暗証番号変更・再設定） 

第４条 住民基本台帳に記録されている者が、電子証明書の暗証番号の変更又は再設定を

申請する場合は、「個人番号カード暗証番号変更・再設定 電子証明書暗証番号変更・再

設定申請書」（個人番号カード要綱様式第４号）を市民課、庄内出張所又は新千里出張所

の窓口に提出するものとする。 



２ 第２条第２項各号に掲げるいずれかに該当する場合、前項に規定する申請書を、経由

地市区町村を経由して提出することができる。このとき、経由地市区町村で提出された

申請書をもとに、「個人番号カード暗証番号変更・再設定 電子証明書暗証番号変更・再

設定申請書」（個人番号カード要綱様式第４号）を市職員が記載することとする。 

３ 顔認証カードを、電子証明書の暗証番号の照合及び当該照合を必要とする処理を実施

できる状態にする場合は、第１項に規定する申請書を提出し、電子証明書の暗証番号を

再設定する。 

４ １５歳未満の者又は成年被後見人、被保佐人、被補助人若しくは任意被後見人が、第

１項に規定する利用者証明用電子証明書の変更又は再設定を申請する場合は、その法定

代理人が申請しなければならない。 

５ 第１項の届出を行うときは、第２条第４項から第８項までの規定を準用する。 

６ 第１項の届出を法定代理人が行うときは、第２条第１０項の規定を準用する。 

７ 第１項の届出を任意代理人が行うときは、第２条第１２項の規定を準用する。 

８ 第５項において準用する第２条第４項第２号に規定する回答書は、「個人番号カード

暗証番号変更・再設定 電子証明書暗証番号変更・再設定申請照会書兼回答書」（個人番

号カード要綱様式第２０号）とし、住民票の住所地へ郵送又は市職員により送達する。 

９ 第５項、第６項において準用する第２条第４項から第８項及び第１０項に規定する書

類の提出により、第１項の申請を受付したときは、自ら電子証明書の暗証番号を変更又

は再設定する。なお、変更する場合にあっては、従来の電子証明書の暗証番号も入力し

なければならない。 

10 第７項において準用する第２条第１２項の規定により、第１項の申請を受付したとき

又は第２項の規定による申請があったときは、市職員が暗証番号設定依頼書に記載の暗

証番号を変更又は再設定する。 

11 前２項の規定により、顔認証カードの電子証明書の暗証番号を再設定し、電子証明書

の暗証番号の照合及び当該照合を必要とする処理を実施できる状態にしたときは、追記

欄に記載されている「顔認証」、交付の年月日及び職印に取り消し線を引き、取り消し線

に重ねて職印を押すこととする。 

 

（国外転出者に係る電子証明書の暗証番号変更再設定） 

第４条の２ 戸籍の附票に記録されている者が、電子証明書の暗証番号の変更又は再設定

を申請する場合は、個人番号カードを添えて「【国外転出者用】個人番号カード／電子証

明書暗証番号変更・再設定申請書」（個人番号カード要綱様式第１３号）を市民課、庄内

出張所若しくは新千里出張所又は在外公館の窓口に提出するものとする。 

２ 第２条第２項各号に掲げるいずれかに該当する場合、前項に規定する申請書を、附票

管理市区町村以外の市区町村を経由して提出することができる。 

３ 第１項に規定する申請書が、在外公館又は附票管理市区町村以外の市区町村を経由し



て提出があったときは、提出された申請書をもとに、「【国外転出者用】個人番号カード／

電子証明書暗証番号変更・再設定申請書」（個人番号カード要綱様式第１３号）を市職員

が記載することとする。 

４ 第１項の申請を本人又は法定代理人が行うときは、第２条の２第５項から第８項まで

の規定を準用する。 

５ 前項において準用する第２条の２第５項から第８項までに規定する書類の提出によ

り、第１項の申請を受付したときは、自ら電子証明書の暗証番号を変更又は再設定す

る。なお、変更する場合にあっては、従来の電子証明書の暗証番号も入力しなければな

らない。 

６ 第１項に規定する申請書が、在外公館又は附票管理市区町村以外の市区町村を経由し

て提出があったときは、市職員が暗証番号設定依頼書に記載の暗証番号に再設定する。 

 

（顔認証カードの設定等） 

第４条の３ 住民基本台帳に記録されている者（特定年齢未満申請者を除く）が、交付時

来庁方式により顔認証カードの交付を希望する場合又は顔認証カードへの設定切替を申

請する場合は、「暗証番号の設定を希望しない旨の申請書」（個人番号カード要綱様式第

１０号）を市民課、庄内出張所又は新千里出張所の窓口に提出するものとする。ただ

し、個人番号カード交付通知書を持参している場合は、当該申請書に代えて、当該交付

通知書に「いずれの暗証番号も設定しない」旨の記載をすることにより、申請を受け付

けることができる。 

２ 第２条第２項第１号又は第２号いずれかに該当する場合、前項に規定する申請書を、

経由地市区町村を経由して提出することができる。このとき、経由地市区町村で提出さ

れた申請書をもとに、「暗証番号の設定を希望しない旨の申請書」（個人番号カード要綱

様式第１０号）を市職員が記載することとする。 

３ １５歳未満の者又は成年被後見人、被保佐人、被補助人若しくは任意被後見人が、第

１項に規定する顔認証カードの交付を希望する場合又は顔認証カードへの設定切替を申

請する場合は、その法定代理人が申請しなければならない。 

４ 第１項の申請を行うときは、第２条第５項から第８項までの規定を準用する。 

５ 第１項の申請を法定代理人が行うときは、第２条第１０項の規定を準用する。 

６ 第１項の申請を任意代理人が行うときは、次の各号に掲げる書類を提出することによ

り、任意代理人の本人性及び代理権を確認する。 

（１）任意代理人の第２条第５項の各号に掲げる書類のうち１点 

（２）申請書／利用者本人の署名又は記名押印がある委任状 

７ 前３項に規定する書類の提出により、第１項の申請を受付したときは、市職員が無作

為の番号で利用者証明用電子証明書の暗証番号を設定した後、ロック状態とする。この

際、有効な署名用電子証明書の失効を求める旨の申請があったものとして、当該署名用



電子証明書を失効させる。また、表面の記載欄に「顔認証」と明記し年月日を記載して

これに職印を押した上で返却する。 

８ 第２条第１項に規定する申請書を提出し、顔認証カード希望欄にチェックが付いてい

る場合は、第１項に規定する申請書に代えて顔認証カードへ切替することができる。 

９ 戸籍の附票に記録されている者（特定年齢未満申請者を除く）が、交付時来庁方式に

より顔認証カードの交付を希望する場合又は顔認証カードへの設定切替を申請する場合

は、個人番号カード要綱第１７条第６項及び第７項の規定を適用する。 

 

（電子証明書の一時保留） 

第５条 電子証明書を格納した個人番号カードの紛失等により、電子証明書を一時保留す

る場合は、地方公共団体情報システム機構（以下、「Ｊ－ＬＩＳ」という。）への電話に

より申請する。 

２ 住民基本台帳に記録されている者の紛失した個人番号カードが後日発見された場合、

前項の規定により一時保留状態となった電子証明書を失効させる必要があるため、第３

条に規定する方法で失効させる。あわせて必要に応じて、新たな電子証明書の発行申請

を求め、第２条に規定する方法で発行する。 

３ 戸籍の附票に記録されている者の紛失した個人番号カードが後日発見された場合、第

１項の規定により一時保留状態となった電子証明書を失効させる必要があるため、第３

条の２に規定する方法で失効させる。あわせて必要に応じて、新たな電子証明書の発行

申請を求め、第２条の２に規定する方法で発行する。 

 

（自己の認証業務情報の開示請求及び訂正等の請求の手続） 

第６条 住民基本台帳に記録されている者が、政令第２６条第２項の規定により、自己の

認証業務情報の開示を請求する場合は、「認証業務情報開示請求書」（様式第７号）を、

政令第２９条第２項の規定により、開示を受けた自己の認証業務情報の訂正等を請求す

る場合は、「認証業務情報訂正請求書」（様式第８号）を、市民課、庄内出張所又は新千

里出張所の窓口に提出するものとする。 

２ 第１項の申請を行うときは、第２条第４項から第８項までの規定を準用する。 

３ 第１項の申請を法定代理人が行うときは、第２条第１０項の規定を準用する。 

４ 第１項の申請を任意代理人が行うときは、第２条第１２項（第４号に規定する書類を

除く）の規定を準用する。 

５ 第２項において準用する第２条第４項に規定する照会回答書は、「認証業務情報開示

請求／訂正請求照会書兼回答書」（様式第９号）とし、住民票の住所地へ郵送又は市職員

により送達する。 

６ 第２項から第４項において準用する第２条第４項から第８項までに規定する書類の提

出により、第１項の請求を受付したときは、同項に規定する申請書を、Ｊ－ＬＩＳへ特



定記録郵便で送付する。 

 

（国外転出者に係る自己の認証業務情報の開示請求及び訂正等の請求） 

第６条の２ 戸籍の附票に記録されている者が、政令第２６条第２項の規定により、自己の

認証業務情報の開示を請求する場合は、「【国外転出者用】認証業務情報開示請求書」（様

式第１２号）を、政令第２９条第２項の規定により、開示を受けた自己の認証業務情報の

訂正等を請求する場合は、「【国外転出者用】認証業務情報訂正請求書」（様式第１３号）

を、市民課、庄内出張所若しくは新千里出張所又は在外公館の窓口に提出するものとする。 

２ 第２条第２項各号に掲げるいずれかに該当する場合、前項に規定する請求書を、附票

管理市区町村以外の市区町村を経由して提出することができる。 

３ 第１項に規定する申請書が、在外公館又は附票管理市区町村以外の市区町村を経由し

て提出があったときは、提出された申請書をもとに、「【国外転出者用】認証業務情報開示

請求書」（様式第１２号）又は「【国外転出者用】認証業務情報訂正請求書」（様式第１３

号）を、市職員が記載することとする。 

４ 第１項の申請を本人又は法定代理人が行うときは、第２条の２第５項から第８項まで

の規定を準用する。 

５ 前項において準用する第２条の２第５項から第８項までに規定する書類の提出によ

り、第１項の請求を受付したときは、同項に規定する請求書を、Ｊ－ＬＩＳへ特定記録

郵便で送付する。 

 

（申請書の保存） 

第７条 第２条第１項、第２条の２第１項に規定する申請書は、受理した日から１５年間保

存するものとする。 

２ 第３条第１項、第３条の２第１項、第４条の２第１項に規定する申請書、第６条第１項、

第６条の２第１項に規定する請求書は、受理した日から１０年間保存するものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２８年１月４日から実施する。 

２ この要綱の制定に伴い、電子証明書の発行の申請等の受付に関する要綱（平成１６年１

月２９日施行）を廃止する。 

３ この要綱は、平成３０年８月１日から実施する。 

４ この要綱は、令和元年１１月５日から実施する。 

５ この要綱は、令和３年４月１日から実施する。 

６ この要綱は、令和５年５月１１日から実施する。 

７ この要綱は、令和６年３月２６日から実施する。 

８ この要綱は、令和６年５月２７日から実施する。 



９ この要綱は、令和６年１２月２日から実施する。 

10 この要綱は、令和７年６月２日から実施する。 

11 この要綱は、令和７年７月４日から実施する。 

12 この要綱は、令和８年１月５日から実施する。 


